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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第88期

前第２四半期
連結累計期間

第89期
当第２四半期
連結累計期間

第88期
前第２四半期
連結会計期間

第89期
当第２四半期
連結会計期間

第88期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ７月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

営業収益 (百万円) 6,831 5,646 3,225 2,848 13,005

純営業収益 (百万円) 6,678 5,506 3,147 2,781 12,704

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 86 △721 △184 △350 △436

四半期(当期)
純損失(△)

(百万円) △420 △769 △698 △389 △246

純資産額 (百万円) ― ― 34,025 31,987 33,745

総資産額 (百万円) ― ― 77,330 71,823 82,075

１株当たり純資産額 (円) ― ― 387.41 365.18 385.50

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △4.81 △8.80 △7.99 △4.46 △2.82

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 43.7 44.4 41.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,363 △2,209 ― ― 1,557

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 551 △151 ― ― 634

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3 △5,263 ― ― 5,995

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 17,790 17,392 24,373

従業員数 (名) ― ― 827 818 799

(注)　１　営業収益及び純営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式は存在しますが１株当たり四半期(当期)純損失

を計上しているため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容

に重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 818

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数には、歩合外務員21名、証券貯蓄係３名、臨時職員10名、派遣社員７名は含まれておりません。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 789

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数には、歩合外務員21名、証券貯蓄係３名、臨時職員10名、派遣社員７名は含まれておりません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの主たる事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属してい

るため、当該箇所において記載できる情報がないことから、当該業務の収益の状況等については、「４　財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」欄に含めて記載しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につい

て重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

　
(1) 経営成績の分析

　当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、猛暑効果やエコカー補助金効果などから堅調に推移する一方

で、欧州の金融不安や米国経済の後退懸念などから、円高が急速に進行し、先行きの不透明感がやや強まる

局面となりました。

  このような環境下、国内株式市場では日経平均株価が円高を嫌気し、９月１日に年初来安値8,796円45銭

を付けるなど調整局面となりました。その後、為替介入を受け株価は反発し、当第２四半期連結会計期間末

の日経平均株価は9,369円35銭で取引を終了しました。また、相場の低迷も影響し、当第２四半期連結会計期

間における東証１部売買代金は約78兆円（前年同四半期比84.6％）にとどまりました。

　その他、当社が注力している中国・香港株式市場では、主要株価指数の一つであるハンセン指数は、当第２

四半期連結会計期間期初に20,059.56ポイントで始まった後、中国四大国有商業銀行の一角である中国農業

銀行の新規上場を契機に巨額の資金調達を行うことで株式市場の需給悪化懸念が広がり、７月上旬に

19,777.83ポイントまで下落しました。中国農業銀行の上場後は中国本土市場の反発や需給悪化懸念の後退

を背景に市場心理が改善し、８月９日には21,805.94ポイントまで値を戻しました。その後、８月末にかけて

は高値警戒感や米国株式市場の下落を嫌気して伸び悩んだものの、９月に入ると堅調な中国経済や米国株

市場の反発、更に人民元の先高期待を受けて上昇し当第２四半期連結会計期間末のハンセン指数は

22,358.17ポイントで取引を終了しました。
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　このような状況のもと、当社グループは中国株や外国債券の販売、投資信託の口座数及び預り資産残高の

増加に注力するとともにコスト削減を推し進めましたが、当第２四半期連結会計期間の当社グループの営

業収益は28億48百万円(前年同四半期比88.3％)、経常損失は３億50百万円(前年同四半期は１億84百万円の

経常損失)、四半期純損失は３億89百万円(前年同四半期は６億98百万円の四半期純損失)になりました。

　なお、主な内訳は以下のとおりであります。

　

①　受入手数料

　

期別 区分
株券
(百万円)

債券
(百万円)

受益証券
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

委託手数料 1,527 1 4 ― 1,533

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

7 2 ― ― 9

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

2 0 463 ― 465

その他の受入手数料 46 1 482 87 617

計 1,583 5 950 87 2,626

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

委託手数料 775 0 2 ― 779

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

― 10 ― ― 10

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

4 0 525 ― 530

その他の受入手数料 49 1 479 64 594

計 829 12 1,007 64 1,914

　
受入手数料の合計は19億14百万円(前年同四半期比72.8％)になりました。科目別の概況は以下のと

おりであります。

　
(委託手数料)

当第２四半期連結会計期間の東証の一・二部の１日平均売買代金は１兆2,472億円(前年同四半期比

83.0％)になりました。当社グループの国内株式委託売買代金は2,301億円(前年同四半期比56.1％)、外

国株式委託売買代金は294億円(前年同四半期比61.1％)になりました。その結果、当社グループの株式

委託手数料は７億75百万円(前年同四半期比50.7％)に減少しました。

　
(引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料)

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は社債の引受高の増加により10百万円(前

年同四半期比114.4％)になりました。
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(募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料)

主に証券投資信託の販売手数料で構成される募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手

数料は株式投資信託の募集金額が227億円(前年同四半期比130.9％)に増加したため５億30百万円(前

年同四半期比113.7％)になりました。

　
(その他の受入手数料)

証券投資信託の代行手数料が中心のその他の受入手数料は株式投資信託の預り資産の平均残高が前

年同期とほぼ同水準であったため、５億94百万円(前年同四半期比96.3％)になりました。

　
②　トレーディング損益

　

区分

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

実現損益 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

計 
(百万円)

株券等 133 △35 98 108 25 134

債券等 202 4 207 528 7 536

その他 151 2 154 111 0 111

計 486 △27 459 748 33 782

　
トレーディング損益は株券等が１億34百万円(前年同四半期比136.7％)、債券等が５億36百万円(前

年同四半期比258.8％)、その他が１億11百万円(前年同四半期比72.1％)で合計７億82百万円(前年同四

半期比170.0％)になりました。

　
③　金融収支

金融収益は受取利息が減少したため１億25百万円(前年同四半期比95.4％)になりました。また、金融

費用は信用取引費用が減少し、支払利息と合計で67百万円(前年同四半期比86.3％)になりました。この

結果、差引金融収支は58百万円(前年同四半期比108.6％)になりました。

　
④　販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は経費削減に努めた結果、取引関係費が４億93百万円(前年同四半期比90.2％)、

人件費が15億28百万円(前年同四半期比93.8％)、不動産関係費が４億90百万円(前年同四半期比

94.0％)、事務費が３億86百万円(前年同四半期比95.2％)、減価償却費が２億18百万円(前年同四半期比

99.4％)、租税公課が27百万円(前年同四半期比92.7％)、その他が53百万円(前年同四半期比116.9％)と

なり合計で31億98百万円(前年同四半期比94.1％)になりました。

　
⑤　営業外損益

営業外収益は73百万円(前年同四半期比92.6％)、営業外費用は６百万円(前年同四半期比53.8％)で

差引損益は66百万円(前年同四半期比100.1％)になりました。
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⑥　特別損益

特別利益は貸倒引当金戻入額により18百万円(前年同四半期比147.0％)、特別損失は資産除去債務会

計基準の適用に伴う影響額20百万円及び投資有価証券評価損13百万円により34百万円(前年同四半期

比6.9％)で差引損益は15百万円の損失(前年同四半期の特別損益は４億82百万円の損失)になりまし

た。

　
(2)財政状態の分析

①　資産

資産合計は718億23百万円と前連結会計年度末に比べ102億51百万円の減少になりました。主な要因

は、現金・預金が73億19百万円、顧客分別金信託が15億４百万円及び投資有価証券が７億95百万円減少

したことによるものであります。

　
②　負債

負債合計は398億36百万円と前連結会計年度末に比べ84億94百万円の減少になりました。主な要因

は、短期借入金が50億円、預り金が13億76百万円及び信用取引貸証券受入金が９億63百万円減少したこ

とによるものであります。

　
③　純資産

純資産合計は319億87百万円と前連結会計年度末に比べ17億57百万円の減少になりました。主な要因

は、利益剰余金が10億32百万円、その他有価証券評価差額金が５億62百万円減少したことによるもので

あります。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は173億92百万円と前第２四半期連結会計期

間末に比べ３億98百万円の減少になりました。

　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは17億74百万円の収入となり、前年同四半期に比べ８億２百万円

の増加になりました。主な理由は、信用取引負債の増減額が前年同四半期比21億63百万円、立替金及び預

り金の増減額が前年同四半期比11億87百万円減少したものの、信用取引資産の増減額が前年同四半期比

37億15百万円及び顧客分別金信託の増減額が前年同四半期比21億84百万円増加したことによるものであ

ります。

　
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは２億59百万円の収入となり、前年同四半期に比べ３億69百万円

の増加になりました。主な理由は、定期預金の払戻による収入が前年同四半期比１億80百万円、投資有価

証券の売却による収入が前年同四半期比１億円増加したことによるものであります。

　
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは29億98百万円の支出となり、前年同四半期に比べ３百万円の増

加になりました。主な理由は、自己株式の純増減額が前年同四半期比３百万円増加したことによるもので

あります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　
(5) 研究開発活動

　　該当事項はありません。

　
(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状について

当社グループの中核事業が金融商品取引業であることから、営業収益は国内外の金融商品取引市場の

変動に大きく影響を受けます。このため、当社グループの経営成績は金融商品取引市場の環境により大き

く変動する可能性があります。

　また、当社グループの四半期連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基

準に基づき作成しております。当社グループは、特に以下の重要な会計方針が、当社グループの四半期連

結財務諸表の作成において使用される当社グループの重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考え

ております。

①　貸倒引当金

当社グループは、顧客との取引により発生する債権等の回収不能見込額について、貸倒引当金を計上

しております。債務者の財政状態が悪化し、その支払能力が低下した場合は、追加引当が必要となる可

能性があります。なお、当第２四半期連結会計期間末の貸倒引当金計上額は４億14百万円であります。

②　有価証券の減損

当社グループは、長期的な取引関係の維持のため、また、ベンチャー企業へ投資し、将来のキャピタル

ゲインの獲得等のために、他社発行の株式を保有しております。これらの株式には価格変動性が高い公

開株式と株価の決定が困難である非公開株式があります。当社グループは、投資価値の下落が一時的で

はないと判断した場合、所定のルールに従い、有価証券の減損を計上しております。なお、当第２四半期

連結会計期間は、保有株式の時価の下落等の理由により12百万円の減損を計上しました。

③　繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について、将来の課税所得及び実現性の高い税務計画を検討し、回収

が確実であると認められる金額について計上しております。また、計上した繰延税金資産に係る課税所

得の全部又は一部について将来の減算効果が認められないと判断した場合には、繰延税金資産の取崩

しを行い法人税等調整額を計上しております。なお、当第２四半期連結会計期間末においては繰延税金

資産を計上しておりません。

④　年金給付費用

従業員退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。

これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率

及び年金資産の長期収益率などが含まれます。当社の年金制度においては、割引率は連結会計年度末に

おける長期国債の利回りにより算出しております。期待運用収益率は、年金資産が投資されている資産

の期待運用収益率に基づいて計算されます。実際の結果が前提条件と異なる場合、その影響は数理計算

上の差異として蓄積され、将来にわたって規則的に認識されるため、将来期間において認識される損益

及び計上される債務に影響を及ぼします。なお、当第２四半期連結会計期間において退職給付費用を１

億18百万円、前払年金費用を２百万円、退職給付引当金を１億95百万円計上しております。

　
さらに、当社グループの経営陣は、収益力の強化及びコンプライアンス体制・内部統制の確立を重要課

題と位置付けております。具体的には、証券投資信託を中心とした募集営業の強化により、預り資産の一

層の増大を図るとともに、インターネット取引にも積極的に取り組み収益力の強化を図ります。また、社

員教育を充実させること、事務フローの簡素化・事務マニュアルの整備等によりコンプライアンス体制
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の強化を図るとともに、権限と責任を明確にし、内部牽制機能を強化することにより内部統制の確立を

図ってまいります。 

　

　
なお、「第２　事業の状況」に記載の消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 　　　　　　　　　316,000,000

計 316,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 91,355,25391,355,253

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 91,355,25391,355,253― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

　

EDINET提出書類

東洋証券株式会社(E03768)

四半期報告書

11/46



　

(2) 【新株予約権等の状況】

当社は会社法第236条、第238条及び第240条に基づき新株予約権を発行しております。

　

東洋証券株式会社　第１回(平成21年)新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

平成21年７月28日取締役会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 337

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株)
337,000

(新株予約権１個につき1,000株)(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
行使により交付を受けることができる
株式１株につき１円

新株予約権の行使期間
平成21年７月30日～
平成51年７月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格 216
　

資本組入額 108
　

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

(注)  １　平成21年７月29日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、

株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権１個当たりの目的である株式の数

(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てるものとする。

　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割(または株式併合)の比率

　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発

生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま

たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、

当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総

会の終結の日の翌日以降これを適用する。

　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて

付与株式数の調整を行う場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことがで

きる。

２　新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内

(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに

よる。

３　当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社

となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称

して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効

力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる

日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株

予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞ

れ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件

とする。
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①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定

する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧　新株予約権の行使の条件

　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得条項

　当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会

決議)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(イ)　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ロ)　当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案

(ハ)　当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(ニ)　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ホ)　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
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東洋証券株式会社　第２回(平成22年)新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

平成22年７月28日取締役会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 439

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数(株)
439,000

(新株予約権１個につき1,000株)(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
行使により交付を受けることができる
株式１株につき１円

新株予約権の行使期間
平成22年７月30日～
平成52年７月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額(円)

発行価格 126
　

資本組入額  63
　

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

(注)  １　平成22年７月29日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、

株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権１個当たりの目的である株式の数

(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨

てるものとする。

　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割(または株式併合)の比率

　調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発

生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金ま

たは準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、

当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総

会の終結の日の翌日以降これを適用する。

　また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて

付与株式数の調整を行う場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことがで

きる。

２　新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内

(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

　その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに

よる。

３　当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社

となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称

して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合

併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効

力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる

日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株

予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞ

れ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件

とする。
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①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定

する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧　新株予約権の行使の条件

　上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨　新株予約権の取得条項

　当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会

決議)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(イ)　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ロ)　当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案

(ハ)　当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(ニ)　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ホ)　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年９月30日 ― 91,355,253 ― 13,494 ― 9,650

　

EDINET提出書類

東洋証券株式会社(E03768)

四半期報告書

15/46



　

(6) 【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ＪＢＩＳホールディン
グス

東京都江東区福住２丁目５―４ 6,860 7.50

住友生命保険相互会社
(常任代理人　日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社)

東京都中央区築地７丁目18－24
(東京都中央区晴海１丁目８－11)

5,449 5.96

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 3,744 4.09

株式会社広島銀行 
(常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社)

広島県広島市中区紙屋町１丁目３－８ 
(東京都中央区晴海１丁目８－12)

3,120 3.41

水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋２丁目３－10 3,076 3.36

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11－３ 2,129 2.33

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
(常任代理人　日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内１丁目４－５ 
(東京都港区浜松町２丁目11－３)

1,558 1.70

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 1,300 1.42

東洋証券従業員持株会 東京都中央区八丁堀４丁目７－１ 1,272 1.39

第一生命保険株式会社
(常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区有楽町１丁目13－１
(東京都中央区晴海１丁目８－12)

1,003 1.09

計 ― 29,511 32.30

(注)１　当社は自己株式3,997,301株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.37％)を所有しておりますが、当社は

当該株式について議決権を有しないため、上記には記載しておりません。

２  住友生命保険相互会社から平成17年８月12日付で近畿財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書に

より、平成17年７月31日現在で6,078千株(株式保有割合6.65％)の株式を所有している旨の報告を受けておりま

すが、当社として当第２四半期会計期間末現在の実質所有株式数の確認のできない部分については上記表には含

めておりません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

3,997,000
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

86,686,000
86,686 同上

単元未満株式
普通株式

672,253
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 91,355,253 ― ―

総株主の議決権 ― 86,686 ―

(注)　「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式301株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
東洋証券株式会社

東京都中央区八丁堀
４丁目７番１号

3,997,000 ― 3,997,0004.37

計 ― 3,997,000 ― 3,997,0004.37

(注)　株主名簿上、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。なお、

当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 198 180 162 153 142 133

最低(円) 177 146 147 134 122 125

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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４ 【業務の状況】

(1) 受入手数料の内訳

　

期別 区分
株券
(百万円)

債券
(百万円)

受益証券
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

委託手数料 2,992 3 11 ― 3,007

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

7 3 ― ― 10

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

3 0 870 ― 875

その他の受入手数料 87 2 884 150 1,125

計 3,090 10 1,766 150 5,018

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
 至　平成22年９月30日)

委託手数料 1,668 1 7 ― 1,677

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

0 14 ― ― 15

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

4 0 867 ― 872

その他の受入手数料 89 4 969 113 1,176

計 1,763 20 1,844 113 3,741

　

(2) トレーディング損益の内訳

　

区分

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
  至　平成22年９月30日)

実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

実現損益 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

計 
(百万円)

株券等 　 381 42 423 △5 5 0

債券等 　 345 △9 336 890 28 919

その他 　 373 3 377 524 3 527

計 1,100 36 1,136 1,409 37 1,446
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(3) 自己資本規制比率

　

区分
前第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日)

基本的項目(百万円) 　 (A) 31,622 31,438

補完的項目

その他有価証券評価
差額金(評価益)等
(百万円)

605 86

金融商品取引責任準備金等
(百万円)

261 158

一般貸倒引当金
(百万円)

　 46 32

計(百万円) (B) 912 276

控除資産(百万円) 　 (C) 9,932 9,623

固定化されていない
自己資本(百万円)

(A)＋(B)－(C) (D) 22,602 22,091

リスク相当額

市場リスク相当額
(百万円)

　 763 758

取引先リスク相当額
(百万円)

　 547 554

基礎的リスク相当額
(百万円)

　 3,202 2,990

計(百万円) (E) 4,514 4,303

自己資本規制比率(％) (D)／(E)×100 　 500.6 513.3

(注)　市場リスク相当額の月末平均額は前第２四半期累計期間1,038百万円、当第２四半期累計期間850百万円、月末最大

額は前第２四半期累計期間1,230百万円、当第２四半期累計期間988百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は前第

２四半期累計期間495百万円、当第２四半期累計期間598百万円、月末最大額は前第２四半期累計期間547百万円、当第

２四半期累計期間625百万円であります。

　

(4) 有価証券の売買等業務の状況

①　株券(先物取引を除く)

　

期別

受託 自己 合計

株数
(千株)

金額
(百万円)

株数
(千株)

金額
(百万円)

株数
(千株)

金額
(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

4,726,8591,015,043439,985231,8725,166,8451,246,915

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

2,969,164627,492215,523130,7113,184,688758,204

　

②　債券(先物取引を除く)

　

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

705 17,303 18,008

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

333 20,508 20,841
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③　受益証券

　

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

9,024 1,133 10,158

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

6,017 793 6,811

　

④　株式先物取引等

　

期別
先物取引 オプション取引

合計
(百万円)

受託(百万円) 自己(百万円) 受託(百万円) 自己(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

12,609 220,467 2,706 1,073,1501,308,933

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

264 489,374 3,952 1,450,1821,943,773

　

⑤　債券先物取引等

　

期別
先物取引 オプション取引

合計
(百万円)

受託(百万円) 自己(百万円) 受託(百万円) 自己(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

― 22,282,711 ― 138,30922,421,020

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

― 26,134,424 ― 260,54726,394,971

　

(5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び

私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い状況

(注)１　引受高には、特定投資家向け売付け勧誘等の総額を含んでおります。

２　募集・売出しの取扱高には、売出高、特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高及び私募の取扱高を含んでお

ります。

①　株券

　

期別
引受高
(百万円)

募集・売出しの取扱高
(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

215 344

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

― 234
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②　債券

　

期別 区分
引受高
(百万円)

募集・売出しの取扱高
(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

国債 28 28

地方債 3,290 480

特殊債 ― ―

社債 935 735

外国債券 ― 3,325

合計 4,253 4,569

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

国債 26 26

地方債 3,690 260

特殊債 ― ―

社債 3,935 3,635

外国債券 ― 17,852

合計 7,651 21,773

　

③　受益証券

　

期別
引受高
(百万円)

募集・売出しの取扱高
(百万円)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

― 187,775

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

― 187,878
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)並びに同規則第61条及び第82条の規定に基

づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)及び「有価証券関連業

経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しておりま

す。

　なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累

計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第

２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平

成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に準拠して作成しており

ます。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連

結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月

１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により

四半期レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７

月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 ※2
 20,804

※2
 28,124

預託金 15,797 17,301

顧客分別金信託 15,621 17,125

その他の預託金 176 176

トレーディング商品 ※2
 1,890

※2
 1,682

商品有価証券等 1,856 1,674

デリバティブ取引 33 8

約定見返勘定 － 177

信用取引資産 18,177 17,741

信用取引貸付金 17,436 16,443

信用取引借証券担保金 741 1,297

立替金 892 1,158

短期差入保証金 1,302 2,002

短期貸付金 26 39

未収収益 746 796

その他の商品 1,017 1,120

その他の流動資産 415 229

貸倒引当金 △32 △49

流動資産計 61,038 70,323

固定資産

有形固定資産 ※1, ※2
 1,910

※1, ※2
 1,900

建物（純額） 616 592

器具備品(純額) 517 537

土地 754 754

リース資産（純額） 21 15

無形固定資産 1,648 1,827

ソフトウエア 1,527 1,710

その他 120 117

投資その他の資産 7,226 8,023

投資有価証券 ※2
 4,920

※2
 5,716

長期貸付金 0 0

長期差入保証金 2,069 2,088

その他 618 600

貸倒引当金 △382 △383

固定資産計 10,785 11,751

資産合計 71,823 82,075
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 68 3

デリバティブ取引 68 3

約定見返勘定 5 －

信用取引負債 11,937 13,392

信用取引借入金 ※2
 10,023

※2
 10,515

信用取引貸証券受入金 1,913 2,876

預り金 13,409 14,786

受入保証金 2,979 3,495

短期借入金 ※2
 9,230

※2
 14,230

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 300

※2
 300

リース債務 6 5

未払法人税等 125 138

繰延税金負債 111 103

賞与引当金 250 310

その他の流動負債 538 693

流動負債計 38,963 47,459

固定負債

リース債務 15 11

繰延税金負債 22 151

退職給付引当金 195 115

役員退職慰労引当金 4 10

資産除去債務 175 －

その他の固定負債 299 319

固定負債計 713 609

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※3
 158

※3
 261

特別法上の準備金計 158 261

負債合計 39,836 48,330
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,494 13,494

資本剰余金 9,650 9,650

利益剰余金 10,995 12,027

自己株式 △1,140 △1,143

株主資本合計 33,000 34,029

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △147 414

為替換算調整勘定 △951 △770

評価・換算差額等合計 △1,099 △355

新株予約権 86 56

少数株主持分 － 14

純資産合計 31,987 33,745

負債・純資産合計 71,823 82,075
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業収益

受入手数料 5,403 4,005

委託手数料 3,365 1,918

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

10 15

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

875 872

その他の受入手数料 1,152 1,199

トレーディング損益 ※1
 1,136

※1
 1,446

金融収益 262 258

その他の営業収益 28 △63

営業収益計 6,831 5,646

金融費用 152 139

純営業収益 6,678 5,506

販売費・一般管理費

取引関係費 1,086 985

人件費 ※2
 3,263

※2
 3,074

不動産関係費 1,018 983

事務費 823 771

減価償却費 437 435

租税公課 64 62

貸倒引当金繰入れ 1 －

その他 95 111

販売費・一般管理費計 6,791 6,424

営業損失（△） △113 △917

営業外収益

受取家賃 80 80

投資有価証券配当金 70 75

その他 70 51

営業外収益計 221 207

営業外費用

固定資産除却損 4 6

売買差損金 1 0

その他 14 3

営業外費用計 21 11

経常利益又は経常損失（△） 86 △721
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

特別利益

投資有価証券売却益 15 8

投資有価証券割当益 － 65

金融商品取引責任準備金戻入 73 102

貸倒引当金戻入額 － 17

特別利益計 89 193

特別損失

固定資産除却損 ※3
 4 －

投資有価証券売却損 1 －

投資有価証券評価損 498 60

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

減損損失 ※4
 21 －

特別損失計 526 171

税金等調整前四半期純損失（△） △350 △699

法人税、住民税及び事業税 60 47

法人税等調整額 － 22

法人税等合計 60 69

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △769

少数株主利益 9 －

四半期純損失（△） △420 △769
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

営業収益

受入手数料 2,626 1,914

委託手数料 1,533 779

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

9 10

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

465 530

その他の受入手数料 617 594

トレーディング損益 ※1
 459

※1
 782

金融収益 131 125

その他の営業収益 7 26

営業収益計 3,225 2,848

金融費用 77 67

純営業収益 3,147 2,781

販売費・一般管理費

取引関係費 546 493

人件費 ※2
 1,629

※2
 1,528

不動産関係費 521 490

事務費 406 386

減価償却費 219 218

租税公課 29 27

その他 45 53

販売費・一般管理費計 3,398 3,198

営業損失（△） △250 △417

営業外収益

受取家賃 39 40

投資有価証券配当金 4 4

その他 34 28

営業外収益計 79 73

営業外費用

固定資産除却損 3 5

売買差損金 0 0

その他 9 0

営業外費用計 12 6

経常損失（△） △184 △350
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（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 12 18

特別利益計 12 18

特別損失

固定資産除却損 ※3
 4 －

投資有価証券評価損 490 13

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20

特別損失計 495 34

税金等調整前四半期純損失（△） △666 △366

法人税、住民税及び事業税 34 25

法人税等調整額 － △1

法人税等合計 34 23

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △389

少数株主損失（△） △3 －

四半期純損失（△） △698 △389
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △350 △699

減価償却費 437 435

減損損失 21 －

のれん償却額 － 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △17

賞与引当金の増減額（△は減少） 77 △60

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △57 △6

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △73 △102

投資有価証券評価損益（△は益） 498 60

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

固定資産除却損 9 6

投資有価証券売却損益（△は益） △13 △8

受取利息及び受取配当金 △128 △109

支払利息 62 58

為替差損益（△は益） △376 △532

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △4,868 1,429

トレーディング商品の増減額 497 △142

信用取引資産の増減額（△は増加） △4,262 △437

信用取引負債の増減額（△は減少） 5,195 △1,455

立替金及び預り金の増減額 3,042 △1,058

営業貸付金の増減額（△は増加） △0 12

その他の商品の増減額(△は増加) 43 110

その他 1,545 100

小計 1,300 △2,213

利息及び配当金の受取額 144 107

利息の支払額 △62 △59

法人税等の支払額 △18 △44

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,363 △2,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,286 △3,142

定期預金の払戻による収入 3,953 3,185

投資有価証券の取得による支出 △36 △28

投資有価証券の売却による収入 140 143

関係会社株式の取得による支出 △0 △24

有形及び無形固定資産の取得による支出 △220 △289

貸付金の回収による収入 0 0

その他の収入 0 4

投資活動によるキャッシュ・フロー 551 △151
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △5,000

自己株式の純増減額（△は増加） △1 1

配当金の支払額 － △262

その他 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △3 △5,263

現金及び現金同等物に係る換算差額 410 642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,321 △6,981

現金及び現金同等物の期首残高 15,469 24,373

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 17,790

※1
 17,392
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

　　　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年９月30日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

　(1)連結の範囲の変更

　東洋証券２号投資事業組合は第１四半期連結会計期間において清算したため、連結の範囲から除外しております。

　(2)変更後の連結子会社の数

　６社

２　会計処理基準に関する事項の変更

　(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用)

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用しており

ます。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ３百万円、税金等調整前四半期純損失は１

億15百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は１億73百万円でありま

す。

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年９月30日)

　(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少数株

主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日 
  至　平成22年９月30日)

　(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結会計期間では、「少数株

主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

　　　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

　 2,521百万円

※２　(1)担保に供されている資産

預金 3,810百万円

有形固定資産 680

投資有価証券 3,937

　　　計 8,429

　　　(2)担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 10,023百万円

短期借入金 5,130

１年内返済予定の長期借入金 300

　　　計 15,453

上記のほか、以下のものを差し入れております。

なお、金額は時価によっております。

　・有価証券を差し入れた場合等

①　短期借入金等の債務の担保として、信用取引受

入保証金代用有価証券4,338百万円、信用取引の

自己融資見返株券2,112百万円、信用取引借入金

の本担保証券9,811百万円。

②　信用取引貸証券1,960百万円。

③　金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価

証券として、投資有価証券15百万円、信用取引の

自己融資見返株券28百万円。

④　顧客分別金信託として、トレーディング商品５

百万円。

⑤　証券金融会社からの借証券の担保として、投資

有価証券９百万円、信用取引の自己融資見返株券

25百万円。

⑥　日本証券クリアリング機構への取引証拠金の代

用有価証券として、投資有価証券51百万円。

　・有価証券の差し入れを受けた場合等

①　信用取引貸付金の本担保証券14,751百万円。

②　信用取引借証券739百万円。

③　先物取引受入証拠金代用有価証券５百万円。

④　信用取引受入保証金代用有価証券17,901百万

円。

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

　 2,295百万円

※２　(1)担保に供されている資産

預金 3,810百万円

有形固定資産 683

投資有価証券 4,634

　　　計 9,128

　　　(2)担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 10,515百万円

短期借入金 5,130

１年内返済予定の長期借入金 300

　　　計 15,945

上記のほか、以下のものを差し入れております。

なお、金額は時価によっております。

　・有価証券を差し入れた場合等

①　短期借入金等の債務の担保として、信用取引受

入保証金代用有価証券3,896百万円、信用取引の

自己融資見返株券1,328百万円、信用取引借入金

の本担保証券10,751百万円。

②　信用取引貸証券3,177百万円。

③　金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価

証券として、投資有価証券18百万円。

④　顧客分別金信託として、トレーディング商品５

百万円。

⑤　証券金融会社からの借証券の担保として、投資

有価証券14百万円、信用取引の自己融資見返株券

41百万円。

⑥　日本証券クリアリング機構への取引証拠金の代

用有価証券として、投資有価証券50百万円。

⑦　金融商品取引所の清算機関への代用有価証券と

して信用取引の自己融資見返株券41百万円。

　・有価証券の差し入れを受けた場合等

①　信用取引貸付金の本担保証券16,721百万円。

②　信用取引借証券1,311百万円。

③　先物取引受入証拠金代用有価証券６百万円。

④　信用取引受入保証金代用有価証券18,966百万

円。

※３　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

以下のとおりであります。

　　金融商品取引責任準備金 

　　　　　　　………金融商品取引法第46条の５

※３　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

以下のとおりであります。

　　金融商品取引責任準備金 

　　　　　　　………金融商品取引法第46条の５
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年９月30日)

※１　トレーディング損益の内訳

　 　 実現損益 　 評価損益 　 計

株券等 　 380　 42　 422百万円

債券等 　 345　 △9　 336

その他 　 373　 3　 377

　計 　 1,099　 36　 1,136

※２　人件費には、賞与引当金繰入額320百万円が含まれ

ております。

※３　固定資産除却損は、当社の財務システムの変更に伴

う旧財務システムの廃棄によるものであります。

※４　減損損失
　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を計上しま

した。

場所 東京都中央区

用途 ディーリング業務

　 百万円

建物付属設備 4

器具備品 2

ソフトウェア 1

リース資産 13

計 21

　当社グループのグルーピングは、当社においては管

理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として捉え、その単位を基

礎にグルーピングを行い、連結子会社においては原

則として各社を一つの単位としてグルーピングを

行っております。又、遊休資産については個々の資産

単位で、本店、厚生施設等については独立したキャッ

シュ・フローを生み出さないことから共用資産とし

てグルーピングを行っております。 

　ディーリング部については、営業活動から生じる損

益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも

不透明であるため、上記の資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減損額21百万円を減損損失

として、当第２四半期連結累計期間の特別損失とし

て計上しております。 

　上記資産グループの回収可能価額は他に転用が効

かないため備忘価額１円として評価しております。

※１　トレーディング損益の内訳

　 　 実現損益 　 評価損益 　 計

株券等 　 △5　 5　 △0百万円

債券等 　 890　 28　 919

その他 　 524　 3　 527

　計 　 1,408　 37　 1,446

※２　人件費には、賞与引当金繰入額240百万円が含まれ

ております。

 
―――――――――――――――――

 
 
 

―――――――――――――――――
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日 
  至　平成22年９月30日)

※１　トレーディング損益の内訳

　 　 実現損益 　 評価損益 　 計

株券等 　 133　 △35　 98百万円

債券等 　 202　 4　 207

その他 　 151　 2　 154

　計 　 486　 △27　 459

※２　人件費には、賞与引当金繰入額159百万円が含まれ

ております。

※３　固定資産除却損は、当社の財務システムの変更に伴

う旧財務システムの廃棄によるものであります。

 

 

※１　トレーディング損益の内訳

　 　 実現損益 　 評価損益 　 計

株券等 　 108　 25　 134百万円

債券等 　 528　 7　 536

その他 　 111　 0　 111

　計 　 748　 33　 782

※２　人件費には、賞与引当金繰入額90百万円が含まれて

おります。

―――――――――――――――――

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年９月30日現在)

現金・預金

(四半期連結貸借対照表計上額)
21,590百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△3,800

現金及び現金同等物 17,790
　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年９月30日現在)

現金・預金

(四半期連結貸借対照表計上額)
20,804百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△3,411

現金及び現金同等物 17,392
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日

 至  平成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 91,355,253

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,997,301

　

３  新株予約権等の四半期連結会計期間末残高

ストック・オプションとしての新株予約権

会社名 目的となる株式の種類
目的となる株式の数

(株)

当第２四半期
連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社 ― ― 86

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月19日
取締役会

普通株式 262 3 平成22年３月31日 平成22年５月26日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間の末日後となるもの

　　　　該当事項はありません。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

当社グループは、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受け及び売

出し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの金融商品取引業を中心と

する営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務

提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当社グループの事業区分は、「投資・

金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

【海外売上高(営業収益)】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期

間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

海外営業収益が、連結営業収益の10％未満のため、海外売上高(営業収益)の記載を省略しております。 

　

【セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第20号　平成20年３月21日)を適用しております。

　
当社グループの報告セグメントは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグ

メント情報の記載を省略しております。
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(金融商品関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)

　

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません((注)２を参照

して下さい。)。

　
四半期連結

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1)現金・預金 20,804 20,804 －

(2)顧客分別金信託 15,621 15,621 －

(3)商品有価証券等 1,856 1,856 －

(4)信用取引貸付金 17,436 17,436 －

(5)投資有価証券 4,088 4,088 －

資産計 59,807 59,807 －

(1)信用取引借入金 10,023 10,023 －

(2)短期借入金 9,230 9,230 －

負債計 19,253 19,253 －

(※)デリバティブ取引は、（デリバティブ取引関係）の注記を参照して下さい。

(注)１　金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1)現金・預金

 現金・預金の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)顧客分別金信託

顧客分別金信託については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(3)商品有価証券等、(5)投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格により、債券は外部機関から提示された価格、投資信託

は公表されている基準価格によっております。

(4)信用取引貸付金

信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1)信用取引借入金

信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(2)短期借入金

短期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該帳簿価額によっております。

(注)２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
四半期連結貸借対照表計上額

(百万円)

①非上場株式 493

②投資事業有限責任組合等への出資 338

合計 831

(※)非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから「(5)投資有価証券」には含めておりません。

　

(有価証券関係)

　

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)
　該当事項はありません。

　
２　その他有価証券で時価のあるもの
　

区分

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

取得原価
(百万円)

四半期連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

流動資産に属するもの 　 　 　

　　株式 52 374 321

固定資産に属するもの 　 　 　

　　株式 4,445 4,088 △356

合計 4,498 4,463 △35

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第２

四半期連結会計期間は12百万円の減損処理を行っております。
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(デリバティブ取引関係)

　

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　　株式関連

区分 種類

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市
場
取
引

株価指数オプション取引 　 　 　 　

　 売建 　 　 　 　

　　 コール 55 ― 29 26

　　 プット 29 ― 39 △10

　 買建 　 　 　 　

　　 コール 15 ― 11 △3

　　 プット 11 ― 9 △1

合計 ― ― ― 11

(注)　時価等の算定方法
株価指数オプション取引…四半期連結貸借対照表日の株価指数オプション取引清算値段

　

　　通貨関連

区分 種類

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市
場
取
引
以
外
の
取
引

為替予約取引 　 　 　 　

売建 　 　 　 　

米ドル 178 ― 178 0

オーストラリアドル 74 ― 75 △0

香港ドル 896 ― 894 1

ユーロ 0 ― 0 △0

タイバーツ 1 ― 1 0

買建 　 　 　 　

米ドル 27 ― 27 0

オーストラリアドル 51 ― 52 0

　　香港ドル 817 ― 826 8

タイバーツ 28 ― 29 0

合計 ― ― ― 11

(注)　時価等の算定方法
為替予約取引…四半期連結貸借対照表日の先物為替相場

　

　

EDINET提出書類

東洋証券株式会社(E03768)

四半期報告書

40/46



　

(ストック・オプション等関係)

　　当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

１  ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　販売費・一般管理費（人件費）　　13百万円

　
２  当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　
東洋証券株式会社　第２回(平成22年)新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　  ６名
当社監査役　  ４名
当社執行役員　７名

株式の種類別の
ストック・オプションの付与数

普通株式　439,000株

付与日 平成22年７月29日

権利確定条件 (注)

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成22年７月30日～平成52年７月29日(注)

権利行使価格 １円

付与日における公正な評価単価 125円

(注)　権利確定条件及び権利行使期間

　新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内

(10日目が休日の場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
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(１株当たり情報)

　

１ １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

365.18円 385.50円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎
　

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 31,987 33,745

純資産の部の合計額から
控除する金額

(百万円) 86 70

　(うち新株予約権) (百万円) (86) (56)

　(うち少数株主持分) (百万円) (―) (14)

普通株式に係る純資産額 (百万円) 31,901 33,674

普通株式の発行済株式総数 (株) 91,355,253 91,355,253

普通株式の自己株式数 (株) 3,997,301 4,004,375

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

(株) 87,357,952 87,350,878

　

２ １株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △4.81円
　

１株当たり四半期純損失(△) △8.80円
　

(注)　１ 　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式は存在しますが１株当たり四半期純損失を計上してい

るため記載しておりません。

２ 　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期純損失(△) (百万円) △420 △769

普通株式に係る
四半期純損失(△)

(百万円) △420 △769

普通株式の期中平均株式数 (株) 87,347,843 87,354,464
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △7.99円
　

１株当たり四半期純損失(△) △4.46円
　

(注)　１ 　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式は存在しますが１株当たり四半期純損失を計上してい

るため記載しておりません。

２ 　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎
　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期純損失(△) (百万円) △698 △389

普通株式に係る
四半期純損失(△)

(百万円) △698 △389

普通株式の期中平均株式数 (株) 87,345,487 87,359,637

　

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

 該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月12日

東洋証券株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　飯　田　浩　司　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　奥　村　始　史　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋

証券株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋証券株式会社及び連結子会社の平成21年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月11日

東洋証券株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　澤　陽　一　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　奥　村　始　史　　㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋

証券株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋証券株式会社及び連結子会社の平成22年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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